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指摘事項に対する回答【No.１２０，１２１】 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

【No.１２０ 漂流物衝突荷重の設定方針】 

 ○発電所近傍を航行又は操業する漁船について，航行不能となる事象想定を除外できる根拠を先行サイトの考え方も踏ま
えて説明し，想定不要の蓋然性を説明できないのであれば漂流物として評価して説明すること。 

  指摘事項（第894回会合 令和2年9月3日） 

【No.１２１ 漂流物衝突荷重の設定方針】 

 ○漁船を漂流物とする場合は，防波壁への到達可能性を評価した上で，漂流物衝突荷重による防波壁への影響及び構
造成立性を説明すること。また，構造成立性への影響が否定できない場合は，漂流物による影響の防止又は緩和につい
て，設計又は運用等による能動的な対応方針を説明すること。 

 回答 
○発電所沿岸で操業する漁船について，発電所から約500m以内に総トン数最大3トン未満（質量9t未満） ，発電所か
ら約500ｍ以遠に総トン数最大10トン未満（質量30t未満）を確認した。また，発電所沖合で操業する漁船（総トン数
10トン以上）について，発電所から最も近い操業エリアにおいても，約2km以上離れていることを確認した。 

○日本海東縁部に想定される地震による津波が発生した場合は，津波到達までに約110分の時間があるため，これらの漁船
は退避等が可能であると評価しており，漂流物になる可能性は十分小さいと考えられるが，３号炉北側の防波壁（波返重
力擁壁）及び１号炉放水連絡通路防波扉は外海に面していることを踏まえ，漁船を漂流物とした場合の衝突荷重を考慮
した設計とする。 

 ○漁船による衝突荷重については，漁船と津波の第一波が遭遇する位置が衝突荷重の大きさに関係することから，詳細設計
段階において，漁船の位置や津波の流況等に応じて適切に漂流物衝突荷重の算定式を選定の上，漂流物衝突荷重を
検討する。 

 ○漂流物衝突荷重の影響により，防波壁の各部位の性能目標を維持できない場合には，漂流物対策工を設置する。漂流
物対策工は，漂流物衝突荷重を分散させることにより影響を軽減させることが可能な設計とし，漂流物の影響防止装置と
して位置付ける。 

 回答 
 ○発電所近傍で操業する漁船について，操業実態調査の結果，3号機炉北側の防波壁（波返重力擁壁）付近では，13
隻の漁船（総トン数１トン未満（重量３t未満））が操業しており，総トン数３ｔ以上の漁船は発電所から半径１ｋｍ
程度離れた場所において，13隻の漁船（総トン数10トン未満（重量30t未満））が操業していることを確認した。が判
明した。なお，輪谷湾内は漁業制限区域に該当し，当社所有の船舶のみである。 

○これらの漁船については，日本海東縁部に想定される地震による津波が発生した場合においては，津波到達まで約110分
であり，退避できない可能性は十分に低く退避等が可能であると評価しており，発電所近傍では漁船の操業実態が少ない
こと，また津波発生時に航行不能状態に陥る可能性は低いことから，漂流物になる可能性は極めて低いと考えられるが，
当社の管理外であり漂流物となる可能性を完全には否定できないことから，３号炉北側の防波壁（波返重力擁壁）及び
１号炉放水連絡通路防扉が外洋に面していることを踏まえ，漁船を漂流物とした場合の衝突荷重を考慮した防波壁として
設計する。 

 ○設置許可段階では，日本海東縁部に想定される地震による津波において，漂流物調査で得られた最大の漁船を漂流物と
して考慮した場合の防波壁の構造成立性を確認している。しかしながら，防波壁への到達の可能性がある漁船による衝突
荷重については，漁船と津波の第一波が遭遇する位置が衝突荷重の大きさに関係することから，詳細設計段階において，
操業実態調査に基づく漁船を漂流物対象とし，漁船の位置や津波の流況等に応じて適切に漂流物衝突荷重の算定式を
選定の上，漂流物衝突荷重を検討する。 

 ○漂流物衝突荷重の影響により，防波壁の各部位の照査の結果，性能目標を維持できない場合は，漂流物対策工を設
置する。漂流物対策工は，漂流物衝突荷重を分散させることにより影響を軽減させる設計を基本とし，津波防護施設であ
る防波壁（波返重力擁壁）の一部として位置付ける。 
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 発電所沿岸で操業する漁船について，発電所から約500m以内に総トン数最大3トン未満（質量9t未
満） ，発電所から約500ｍ以遠に総トン数最大10トン未満（質量30t未満）を確認した （別紙１参
照） 。また，発電所沖合で操業する漁船（総トン数10トン以上）について，発電所から最も近い操業
エリアにおいても，約2km以上離れていることを確認した（別紙２参照） 。 

 日本海東縁部に想定される地震による津波が発生した場合は，津波到達までに約110分の時間があるた
め，これらの漁船は退避等が可能であると評価しており，漂流物になる可能性は十分小さいと考えられる（
別紙３参照）が，３号炉北側の防波壁（波返重力擁壁）及び１号放水連絡通路防波扉は，外海に
面していることを踏まえ，漁船を漂流物とした場合の衝突荷重を考慮した設計とする。 

 漁船による衝突荷重については，漁船と津波の第一波が遭遇する位置が衝突荷重の大きさに関係すること
から，詳細設計段階において，漂流物衝突荷重の算定にあたっては以下のとおり検討する。 

漁船を漂流物とした衝突荷重を考慮する範囲は，外海に面しており，近傍で漁船が操業する防波壁
（波返重力擁壁）の北側面及び１号放水連絡通路防波扉とする。 

漂流物の対象とする漁船については，調査に基づき設定する。 

漂流物衝突荷重の算定式は，漁船の位置やソリトン分裂波・砕波の発生の有無等に応じて，適切に
選定する。 

漂流物衝突位置は防波壁の設計に用いる津波高さを基本とするが，海域活断層から想定される地震
による津波においては入力津波高さ以深の防波壁の部位においても漂流物が衝突するものとして照査を
実施する。 

３号炉 

約５５０ｍ 

 発電所近傍で操業する漁船について，操業実態調査の結果，3号機北側の防波壁（波返重力擁壁）付近では，数
隻の漁船（総トン数～３ｔ）が操業しており，総トン数３ｔ以上の漁船は半径○ｋｍ以遠で操業していることが判明し
た。なお，輪谷湾内は漁業制限区域に該当し，当社所有の船舶のみである。（参考１参照。） 

 発電所近傍では漁船の操業実態が少ないこと，また津波発生時に航行不能状態に陥る可能性は低いことから，漂流物
になる可能性は極めて低いと考えられるが，当社の管理外であり漂流物となる可能性を完全には否定できないことから，漁
船を漂流物とした場合の衝突荷重を考慮した防波壁として設計する。（参考２参照。） 

 設置許可段階では，日本海東縁部に想定される地震による津波において，漂流物調査で得られた最大の漁船（総トン
数１９ｔ，ただし輪谷湾内は総トン数１０ｔ）を漂流物として考慮した場合の防波壁の構造成立性を確認している。 

 防波壁への到達の可能性がある漁船による衝突荷重については，漁船と津波の第一波が遭遇する位置が衝突荷重の大
きさに関係することから，詳細設計段階において，漂流物衝突荷重の算定にあたっては以下のとおり検討する。 

漁船を漂流物とした衝突荷重を考慮する範囲は，外海に面しており，港湾外からの航行不能船舶が衝突する可能性
が否定できない防波壁（波返重力擁壁）の北側面とする。 

漂流物の対象とする漁船については，操業実態調査に基づき漁船（総トン数３ｔ）とする。 

漂流物衝突荷重の算定式は，漁船の位置やソリトン分裂波の発生の有無等に応じて，適切に選定する。 

漂流物衝突位置は防波壁の設計に用いる津波高さを基本とするが，海域活断層から想定される地震による津波にお
いては入力津波高さ以深の防波壁の部位においても漂流物が衝突するものとして照査を実施する。 

指摘事項に対する回答【No.１２０，１２１】 
操業実態調査に基づく漂流物衝突荷重の算定 
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漂流物対策工のイメージ 

要求性能 照査部位 照査項目 許容限界 

漂流物 
対策工 

漂流物衝突荷重
に耐えうる構造強
度を有すること 

増打 
コンクリート 

せん断破壊 短期許容応力度 

H鋼 
曲げ破壊 
せん断破壊 

短期許容応力度 

漂流物対策工の要求性能と許容限界（例） 

岩盤

グラウンドアンカー

防波壁（波返重力擁壁）

埋戻土

護岸

消波ブロック

北

南

増し打ちコンクリート

鋼材（Ｈ鋼）
漂流物対策工

漂流物対策工

漂流物衝突物荷重

重力擁壁
（鉄筋コンクリート造）

分散荷重

指摘事項に対する回答【No.１２１】 
漂流物衝突荷重による防波壁への影響 

漂流物衝突荷重の影響により，防波壁の各部位の照査の結果，性能目標を維持できない場合は，以下
のとおり漂流物対策を講じる。 

 
 日本海東縁部に想定される地震による津波における漂流物対策として，漂流物衝突荷重を分散させる
ことにより影響を軽減させることが可能な漂流物対策工を設置する。漂流物対策工は，鉄筋コンクリート
造の重力擁壁前面（北側面）に増し打ちコンクリートや鋼材の設置を基本とし，漂流物の影響防止装
置として位置付ける。 

 漂流物対策工に期待する役割は漂流物衝突荷重を受けて重力擁壁への荷重を分散し影響を緩和する
ことであり，漂流物対策工の照査に当たっては，基準地震動Ｓｓに対しては，構造強度を有することを
確認し，津波荷重及び漂流物衝突荷重に対しては，荷重を分散させて機能を損なうおそれのないことを
確認する。 

漂流物対策工

重力擁壁
（鉄筋コンクリート造）

漂流物衝突荷重
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【別紙１】発電所沿岸で操業する漁船 

名
称 

発電所 
からの 
距離 

目的 
総トン数 
(質量) 

数量 
(隻) 

備考 

漁
船 

約500m
以内 

サザエ網・ 
カナギ漁 

1トン未満 
(3t未満) 

13 
輪谷湾内で 

0.4～0.7トン 
(5回/年)が操業 

サザエ網・ 
採貝藻
漁 

 1トン未満 
(3t未満) 

18  

 2トン未満 
(6t未満) 

6  

一本釣り
漁 

1トン未満 
(3t未満) 

13 

かご漁 
3トン未満 
(9t未満) 

1 

約500m
以遠 

わかめ養
殖 

1トン未満 
(3t未満) 

7 

イカ釣り
漁 

5t未満 
(15t未満) 

7 

8t未満 
(24t未満) 

3 

10トン未満 
(30t未満) 

3 

計 71 

発電所沿岸で操業する漁船は，発電所から約500m以内に総トン数最大3トン未満（質量9t未満），発電所から
約500ｍ以遠に総トン数最大10トン未満（質量30t未満）であることを確認した。 

発電所沿岸で操業する漁船 

発電所沿岸で操業する漁船の操業エリア 

１号放水連絡
通路防波扉

3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：サザエ網・採貝藻漁

：一本釣り漁

片句港
かご漁

御津港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

一本釣り漁

500m

イカ釣り漁
わかめ養殖場

：かご漁

：わかめ養殖場

：イカ釣り漁

：漁業制限区域

地理院地図ＨＰより作成
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【別紙２】発電所沖合で操業する漁船（総トン数10トン以上） 

名
称 

発電所からの 
距離 

目的 総トン数(質量) 数量(隻) 

漁
船 

約13~23km イカ釣り漁 
約10トン（約30t） 1 
約19トン（約57t） 2 

約6~25km 底引き網漁 
約10トン（約30t） 1 
約13トン（約39t） 1 
約15トン（約45t） 2 

約7~17km １本釣り漁 約10トン（約30t） 3 

約3km~10km 定置網漁① 
約10トン（約30t） 1 
約19トン（約57t） 1 

約2km 定置網漁② 約12トン（約36t） 1 

イカ釣り漁 

１本釣り漁 
底引き網漁 

定置網漁② 

地理院地図ＨＰより作成 

発電所沖合で操業する漁船は，発電所から最も近い操
業エリアにおいても，2km程度離れていることを確認した。 

発電所沖合で操業する漁船（総トン数10トン以上） 

発電所沖合で操業する漁船（総トン数10トン以上）の操業エリア 

定置網漁② 

拡大図 

：一本釣り漁  

：イカ釣り漁  

：底引き網漁  

：定置網漁  

：島根原子力発電所  

1km 0 
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【別紙３】津波発生時に退避できない可能性がある漁船の発生頻度について 

津波発生時に退避できない可能性がある漁船の発生頻度について，基準津波の発生頻度，発電所沿岸で操業する漁船
数，漁船の事故頻度及び事故後の漂流時間から算出する。 

事故後の漂流時間を6時間と仮定した場合，津波時に退避できない可能性がある漁船の発生頻度は1.0×10-7(隻／年)
であり，発電所沿岸で漁船が漂流する可能性は十分に小さい。 

【算出方法】 

項目 数値 備考 

基準津波の発生頻度 5×10-4（／年） 

発電所沿岸で操業する漁船数 71（隻） 周辺漁港への聞取調査結果 

漁船の海難事故件数（全国） 539（隻／年） 海上保安庁データ(H30) 

漁船数（全国） 132201（隻） 農林水産省データ(H30) 

漁船の事故頻度（全国平均） 4.1×10-3（／年） 
漁船の海難事故件数（全国）及び漁船数（全国）から，
漁船の事故頻度（全国平均）を算出 

事故後の漂流時間 ６（時間） 
沿岸部における海難事故であり，事故後６時間漂流する
と仮定 

【算出条件】 

発電所沿岸で退避できない可能性がある漁船の発生頻度 

基準津波と発電所沿岸で退避できない可能性がある漁船が重畳する頻度 

【算出結果】 

基準津波の発生頻度（／年） 漁船の事故頻度（／年） 
発電所沿岸で操業する 

漁船数（隻） 
事故後の漂流時間（年） 

5 × 10‐4　　　　× 　　　 71　　　　× 　　　　4.1 × 10‐3　　　　× 　　　　
6

365 × 24
　　　　＝1.0 × 10‐7 

津波時に退避できない可能性がある漁船の発生頻度（隻／年） 
    ＝基準津波の発生頻度（／年）× 発電所沿岸で操業する漁船数（隻）×漁船の事故頻度（／年）×事故後の漂流時間（年） 


